
 

 

新川地域消防広域化協議会 組織 

指示 

 

専 門 部 会 
 

【構成】構成市町担当職員、消防担当職員 

【役員】部会長、副部会長 各１名 

【部会】財務人事部会、通信部会、警防部会、総務予防部会 

【所掌】〇専門的事項の協議調整に関すること 

指示 

調査、報告 

調査、報告 

事
務
処
理 

事
務
処
理 

事
務
処
理 

新川地域消防広域化協議会 
 

【委員】 構成市町の長  

【役員】 会長 １名、副会長２名、監事１名 

 

幹 事 会 
 

【構成】副市町長、消防長、次長等、学識経験者、 

構成市町課長等、消防担当課長等 

【役員】幹事長 、副幹事長 

【所掌】〇協議会の提案に関する事項 

    〇専門部会の進行管理に関する事項 

    〇協議会の運営全般に関する事項 

  

 

事 務 局 

 

【構成】構成市町村からの 

派遣職員６名 

【組織】 

  事務局長、事務局次長 

  総務班、計画調整班 

      

【担当事務】 

・会議開催に係る一般事務 

・協議会の運営・庶務 

・関係資料の収集作成 

・幹事会指示事項の調整 

・専門部会間の調整 

・調整原案のとりまとめ等 


